
  謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

  平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

  この度、令和６年９月３０日付け厚生労働省保険局医療課長の通知「保医発０９３０第９

  号」により、測定項目に検査実施料の新設および留意事項の変更がされましたので、下

　記の通りご案内いたします。

■ 新規保険収載

■ 保険収載内容　一部変更

■ 適用日

２０２４（R６）年  １０月  １日 (火）から適用

保険点数

　１０２点　

検査実施料に関するお知らせ ( 管理番号：24-0112 )
2024年10月　C

記

測定項目

謹白

測定項目 保険点数

　抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ） 　５９７点　

　ＨＣＶ抗体・ＨＣＶコア蛋白同時検出定性
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▼ 新規保険収載

 （１０）　ＨＣＶ抗体・ＨＣＶコア蛋白同時検出定性は、ＥＣＬＩＡ法により測定

 （６０）　した場合に、区分番号「Ｄ０１３」肝炎ウイルス関連検査の「５」ＨＣ

 （６０）　Ｖ抗体定性・定量の所定点数を準用して算定する。

▼ 保険収載内容　一部変更　 下線部分が変更されました。

 （２８）　「５２」の抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）は、不妊症の患者に対して、

 （２８）  　卵巣の機能の評価及び治療方針の決定を目的として、血清又は

 （２８）　血漿を検体としてＥＩＡ法、ＣＬＥＩＡ法、ＥＣＬＩＡ法又はＣＬＩＡ法により

 （２８）  　測定した場合に、６月に１回に限り算定できる。

保険点数 　１０２点

検体検査判断料 　免疫学的検査判断料 (１４４点)

診療報酬点数表区分 　「Ｄ０１３」肝炎ウイルス関連検査 「５」

留意事項

～（略）～

　～ （以下、略） ～

測定項目

留意事項

測定項目

保険点数 　５９７点

検体検査判断料 　生化学的検査（Ⅱ）判断料 (１４４点)

診療報酬点数表区分 　「Ｄ００８」内分泌学的検査 「５２」

　抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）

　ＨＣＶ抗体・ＨＣＶコア蛋白同時検出定性
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